
尼崎市情報公開及び個人情報保護制度 

の運用状況（平成２１年度実績） 

 

１  情報公開制度 

(1) 開示請求件数及び処理状況 

平成２１年度の公文書開示請求の件数は合計３７０件で、前年度の３３０件より４０件増加

した。また、請求人数は前年度の１３３人から１５９人へと２６人増加した。 

なお、下表中「その他」の欄に掲げているものは、請求受付後取り下げられたものである。

また、不開示として処理された２３件のうち１７件は文書不存在のためである。 

 
 

処   理   状   況 
 

 

 
  年 度 
 
 

 

 
  区 分 
 
 

 

 
請求件数 
 
 

 

開  示 
 

 

部分開示 
 

 

  不開示 
 

 

  その他 
 

 

開示請求 
 

 

２，０８４ ９０２ ８７６ ２２７ ７９

閲覧申出 
 

 

１１０ ５５ ３２ １３ １０

 

 
 平成元～18 
 年度 
 
 
 

計 
 

 

２，１９４ ９５７ ９０８ ２４０ ８９

 

開示請求 
 

 

１８６ ６０ １０７ １２ ７

閲覧申出 
 

 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 

 
 
 平成19年度 
 
 
 

計 
 

 

１８６ ６０ １０７ １２ ７

 

開示請求 
 

 

３３０ １１３ １９４ １８ ５

閲覧申出 
 

 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 

 
 
 平成20年度 
 
 
 

計 
 

 

３３０ １１３ １９４ １８ ５

 

開示請求 
 

 

３７０ ９８ ２２８ ２３ ２１

閲覧申出 
 

 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 

 
 
 平成21年度 
 
 
 

計 
 

 

３７０ ９８ ２２８ ２３ ２１

 

開示請求 
 

 

２，９７０ 

 

1，１７３ １，４０５ ２８０ １１２

閲覧申出 
 

 

１１０ ５５ ３２ １３ １０

 
 

計 
 
 
 

計 
 

 

３，０８０ 

 

１，２２８ １，４３７ ２９３ １２２

 

 



(2) 請求人数 

   
 

年 度 
 

 

平成２１年度 
 

 

平成２０年度 
 

 

請求人数 
 

 

１５９ 
 

 

１３３ 
 

 

 (3) 実施機関別件数 

公文書開示請求の実施機関別件数は次ページの表のとおりである。 

平成２１年度の状況は、全体件数が前年度と比較して４０件増加した。まず、市長部局に対

する請求は、前年度から３５件増加して３１３件だった。 

局室別にみると、会計管理室（２件増加）、企画財政局（１１件増加）、総務局（４件増

加）、環境市民局（３件増加）、健康福祉局（６件増加）が増加し、産業経済局（１１件減

少）、都市整備局（５件減少）が減少した。また、２１年度に新設された、協働推進局には２

１件、こども青少年局には４件の請求があった。 

その他の実施機関では、教育委員会（８件増加）、選挙管理委員会（３件増加）、公平委員

会（２件増加）、監査委員（２件増加）、農業委員会（２件増加）、自動車運送事業管理者

（２件増加）、指定管理者（２件増加）が増加し、議会（６件減少）、水道事業管理者（１件

減少）、消防長（９件減少）が減少した。



 
 

区   分 
 

 

  請 求 
 

 

区   分 
 

 

請 求 
 

 

  議     会 
 

 

1 (７) 
 

 

教育委員会 
 

 

３２ (24) 
 

 

  市     長 
 

 

３１３(278) 
 

 

選挙管理委員会 
 

 

  ４ (1) 
 

 

  会 計 室  
 

 

 ３ (1) 
 

 

公平委員会 
 

 

  ２ (0) 
 

 

企画財政局 
 

 

１９ (8) 
 

 

監査委員 
 

 

 ２ (0) 
 

 

総 務 局 
 

 

 ３９ (35) 
 

 

農業委員会 
 

 

 ２ (0) 
 

 

環境市民局 
 

 

 ３２ (29) 
 

 

固定資産評価審査委員会 
 

 

 １ (1) 
 

 

健康福祉局 
 

 

 ６４ (58) 

 

水道事業管理者 
 

 

 ３ (4) 
 

 

産業経済局 
 

 

７ (18) 
 

 

自動車運送事業管理者 
 

 

 ４ (2) 
 

 

都市整備局 
 

 

１２４(129) 
 

 

消防長 
 

 

 ４ (13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

協働推進局 
 

 

２１ (－) 
 

 

指定管理者 
 

 

 ２ (－) 
 

 

   
 

 

こども青少年局 
 

 

  ４ (－) 
 

 

小   計 
 

 

５６ (45) 
 

小   計 ３１４ (285) 合   計 ３７０ (330) 

                         ※ （ ）内は前年度件数 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 個人情報保護制度 

(1) 保有個人情報開示請求件数及び処理状況 

平成２１年度は５７件の開示請求があったが、開示が２７件、部分開示が２１件、不開示が

３件であった。また、請求人数は前年度の４５人から４６人へと１人増加した。 

なお、不開示として処理された３件は、文書不存在のためである。 

その他の６件は、請求取り下げである。 

 
 

   処    理    状    況  
 

 

 

年     度 

 
 

 

 

  請求件数  

 
 

 

 開  示 
 

 

 部分開示 
 

 

不開示 
 

 

その他 
 

 

   平成元～１８年度  
 

 

３４７ １７１ ７４ ８９ １３

   平成１９年度    
 

５４ ２９ ２０ ３ ２

   平成２０年度    
 

５５ ２７ １６ ８ ４

   平成２１年度    
 

５７ ２７ ２１ ３ ６

計 
 

５１３ ２５４ １３１ １０３ ２５

       

(2) 請求人数 

  平成２０年度 ４５人 

  平成２１年度 ４６人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(3) 実施機関別件数 

保有個人情報開示請求の実施機関別件数は下表のとおりである。 

市長部局に対する請求は、前年度から２件減少して４７件だった。局室別にみると、環境市

民局（７件増加）が増加し、健康福祉局（８件減少）、都市整備局（１件減少）が減少した。 

また、その他の実施機関では、消防長（１件増加）、固定資産評価審査委員会（２件増加）、

指定管理者（１件増加）が増加した。 

 

区   分 
 

 

  請 求 
 

 

区   分 
 

 

  請 求 
 

 

  市     長 
 

 

  ４７ (49) 
 

 

   教育委員会   
 

 

２ (2) 
 

 

  総 務 局  
 

 

   １ (1) 
 

 

   消 防 長   
 

 

５ (4) 
 

 

  健康福祉局  
 

 

  １６ (24) 
 

 

固定資産評価審査委員会 
 

 

２ (-) 
 

 

  環境市民局  
 

 

  ２７ (20) 
 

 

    指定管理者 
 

 

１ (-) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  都市整備局  
 

 

   ３ (4) 
 

 

  合     計 
 

 

  ５７(55) 
 

※（ ）内は前年度件数 

 

(4) 保有個人情報訂正、利用停止請求件数及び処理状況 

平成２１年度の保有個人情報訂正、利用停止請求については０件であった。 

         

(5) 目的外利用状況  

平成２１年度の目的外利用状況は５１件となっている。目的外利用の基準別では、尼崎市個

人情報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で

保有個人情報を利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由

があると認められるとき」が多かった。 

 
 

目 的 外 利 用 の 基 準 
 

 

 

  年   度 
 
 

 

 

  総  数 
 
 

 

 法   令 
 

 

本人同意 
 

 

 事務事業 
 

 

 審査委員会 
 

 

  平成２１年度 
 

 

５１ ２２ ５ ２４ ０

 

(6) 外部提供状況  

平成２１年度の外部提供状況は５４件となっており、外部提供の基準別では、尼崎市個人情

報保護条例第８条に掲げた基準のうち、「他の実施機関等に保有個人情報を提供する場合にお

いて、当該保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は事業の遂行に必要な限

度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由が



あると認められるとき」という場合が多かった。 
 

 

外 部 提 供 の 基 準 
 

 
  年   度 
 
 

 

 
 総 数 
 
 

 

 法 令 
 

 

本人同意 
 

 

事務事業 
 

 

 統 計 
 

 

本人利益 

 

審査委員会 

 
 

  平成２１年度 
 

 
 

５４ ２１ ７ ２２ １ ３ ０

 

(7) 個人情報利用業務の届出状況 

平成２１年度の尼崎市個人情報保護条例第１０条に基づく個人情報利用業務の届出は下記の

とおりであった。 

 

  総     数 
 

 

  開     始 
 

 

  変     更 
 

 

  廃     止 
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

０ 
 

 

 

３ 不服申立ての状況 

平成２１年度の不服申立て件数は２件であった。諮問件数は２件で、答申については３件行わ

れ、異議申立ての諮問に対する答申であった。 

なお、平成２２年３月３１日現在、審議中が１件である。 

 
 

諮  問  ・  答  申 
 

 

  不服申立て 

 
  

 

答 申 件 数 
 

 

 

 
年   度 

 
 
 

 

 申 立 
 件 数 
 

 

 却下等 
 の件数 
 

 

 
 諮 問 
 件 数 
 

 

 
 諮問の 
 取下げ 
 

 

 認 容 
 

 

 一 部 
 

 

 棄 却 
 

 

  計 
 

 

  平成元～18年度 
 

 

６７ 

 

６ ６３ 

 

４ ６ １８ ３３ 

 

５７ 

   平成19年度  
 

 

    １ ０ １ ０ ０ １ １ ２

   平成20年度  
 

 

    ６ ０ ３ ０ ０ ０ １ １

   平成21年度  
 

 

    ２ ０ ２ ０ １ ２ ０ ３

計 
 

 

   ７６ ６ ６９ ４ ７ ２１ ３５ ６３

※「却下等の件数」には、実施機関限りで棄却した２件（平成５年度及び１８年度）を含む。 
※「１８年度の諮問件数」の３件のうち１件は、「オンライン結合による提供の制限の例外に
ついて」の１件である。 

 


